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ガス事業法第３２条
工事変更届出（誤記入・未記入を含む） 1 1

ガス事業法第１４条（供給条件の説明等）
ガス事業法施行規則第１７条

供給条件の説明等を適切に行っていない。 1 1
ガス事業法第１８条（熱量等測定の義務）

ガス事業法施行規則第１７条
特定容器使用記録（様式１４）が作成されていない・不備がある等。 1 1
自記圧計の校正が行われていない。（自気圧計が正常か否か確認できない等） 3 3

ガス事業法第２１条（ガス工作物の維持等）
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第４条

製造所構内に公衆がみだりに立ち入らない措置が適切に講じられていない
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第６条第２項

離隔距離が不足している。 1 1 1 3
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第８条

定められた能力の消火器が必要数設置されていない。
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第９条第１項

特定製造所の換気口面積が不足している。（床面積１㎡に対して３００c㎡）。
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第１１条

火気と容器の離隔距離や流動防止壁の高さが不足している等。
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第１２条

接地抵抗未測定やアース線が切れている等。 8 8
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第１４条第１項

高圧ホースの有効期限を超過している。 1 1
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第１５条第３項

ガス工作物からのガス漏えい。（調整器、低圧ヘッダー、ボンベホース接合部） 1 1
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第１５条第４項

気化装置の基礎の構造が不適切。（基礎を補修すること。）
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第４３条第１項

容器転倒防止措置が不十分である。 1 1
ガス工作物の技術上の基準を定める省令第５１条
導管の漏えい検査を１回／１年・４年・６年以上実施していない。 1 1 1 3

その他 1 1
ガス事業法第２４条（保安規程）

ガス事業法施行規則第２４条第１項
保安規程が変更されているが届出がされていない。 2 1 1 4
保安規程で定めた保安管理組織と実態が相違している。 2 2 4
保安教育及び訓練を計画して実行していない。または記録が保存されていない・不備等。 1 5 2 1 1 9 1
保安のための巡視、点検、及び検査に関する規定が明確に定められていない。 2 2
特定製造所の巡視・点検・検査等が行われていない。または記録が保存されていない。 5 3 1 9
導管の巡視・点検（１回／６月）が行われていない。 7 7
導管の改修計画を作成し、計画的な改修が行われていない。
導管の巡視・点検項目が保安規程と一致しない。 1 1 2
導管図の整備が行われていない。 1 1 2
災害時における連絡体制及び出動体制等が整備されていない。 5 5
その他 7 1 8

ガス事業法第２５条（ガス主任技術者）
ガス事業法施行規則第２６条、第２７条及び第２８条

ガス主任技術者選任届未提出、応急措置者の資格要件不備等） 1 1
ガス事業法第３４条（定期自主検査）

ガス事業法施行規則第４８条、第４９条及び第５０条
定期自主検査が行われていない・記録が保存されていない等 1 2 3

ガス事業法第１６０条第２項（保安業務規程）  変更届出
ガス事業法施行規則第２０７条第１項

保安業務監督者・代行者が選任されていない。（業務委託契約が確認できない。） 1 1
保安業務教育及び訓練を計画して実行していない。または記録が作成・保存されていない。 1 1 1 2 1
保安業務規程の見直しが行われていない。または変更されているが届出がされていない。 2 6 2 3 13
その他 1 1

ガス事業法第１５９条（消費機器に関する周知及び調査）
ガス事業法施行規則第１９７条第１項第２号イ・ロ

毎年・２年毎に  実施すべき周知が実施されていない。 1 1
ガス事業法施行規則第２００条第１項

消費機器調査を１回／４年以上または使用の申込みを受け付けたとき実施していない。 1 1 2
ガス事業法施行規則第２００条第１項第３号イ

消費機器調査の結果、技術基準に適合していないものについて、その通知が適正でない。
ガス事業法施行規則第２００条第１項第３号ロ

消費機器調査の再調査が行われていない。
ガス事業法施行規則第２００条第１項第５号

消費機器調査を有資格者が実施していない。 1 1
ガス事業法施行規則第２０５条第１項

消費機器調査項目に不備がある。または記録に不備がある 1 1 2
ガス事業法施行規則第２０５条第２項

消費機器調査結果に係る記録を保存していない。
その他（ガス主任技術者は、組合職員から選任すること。（法第２５条第１項））

（応急措置者の資格が要件を満たしていない。）
違反事項指摘件数 37 0 40 0 16 2 10 0 103 2
立入検査実施件数 18 6 15 0 21 6 10 4 64 16

旧簡易/旧一般ガス事業者立入検査結果


